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１．はじめに 

これからの人口減少社会において、本市が持続的に発展していくためには、関連する産業の

すそ野が広く経済波及効果が大きい観光を中心とした交流人口の拡大を図り、地域経済を活性

化させていくことが不可欠である。 

国の「観光立国推進基本計画（令和５年３月 31日閣議決定）」においても、人口減少や少子

高齢化が進む中、観光を成長戦略の柱、地域活性化の切り札と位置付け、持続可能な観光地域

づくりやインバウンド回復、国内交流拡大の３つの戦略のもと、観光立国の実現に関する施策

を推進することとしている。本市においては、「仙台市交流人口ビジネス活性化戦略 2024」に

おいて、令和６年までに年間宿泊者数 650 万人泊という数値目標を掲げているところである。 

アフターコロナにおいて激しさを増す都市間競争の中で国内外からより多くの誘客を図る

ためには、本市が有する多彩な資源を活かしながら、ハード・ソフト両面の取組みを強化して、

まちの魅力をより一層高めていく必要がある。 

本市では、宮城県による宿泊税導入の動向もある中、一層の交流人口の拡大を目指し、観光

関連事業者や経済団体、学識経験者等で構成する「交流人口拡大財源検討会議」を令和２年１

月に設置し、今後の観光施策の方向性やその財源確保のあり方について議論してきた。その後、

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休止を経たが、令和５年 11 月に「交流人口拡大推進

検討会議」として再開し、アフターコロナの国内外の動向も踏まえ、強化すべき取組みや事業

規模、その財源確保策について精力的に議論いただいたものである。 

これまでの検討会議での議論等を踏まえ、このたび、「今後の交流人口拡大施策及び財源確

保の方向性（案）」として、本市の基本的考え方を取りまとめたので、幅広くご意見を募集す

る。 
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２．強化すべき施策と事業規模 

インバウンド獲得を含め、選ばれる観光地として仙台・東北を新たなステージへ引き上げる

ため、①宿泊者の満足度向上と②持続可能な観光地域づくり（観光競争力の強化）の視点のも

と、強化すべき施策と事業規模について、以下のように体系化し、取りまとめた。 

 

 

 

〇施策推進の考え方 
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取組み１ エリアの特色を活かした魅力の磨き上げ① 

 

 

【仙台市交流人口拡大推進検討会議でのご意見】※第５回以降のご意見より抜粋（以下、同じ） 

▶仙台城跡に送客しても城がなくてがっかりという声も聞かれる。お城でなくても、仙台なら

ではの大きなインパクトのあるコンテンツが必要。 

▶観光のキラーコンテンツがない。まだ見たことのない風景や目玉となる観光資源が必要。 

▶青葉山や広瀬川等、街中から近い自然も活用しながら持続可能な開発を進めれば、仙台の魅

力につながる。 

▶緑彩館付近の広瀬川に親水空間を作るという提案は、建設局なども含め全庁的に考えていく

のがよいのではないか。 

▶歩いて楽しいウォーカブルな街といった街全体の魅力を作り上げる必要がある。 

▶仙台駅から青葉山へのつながり、仙台の街中という視点も盛り込むべき。 

▶仙台駅前の今後の再開発で人を呼び込めるかが重要となる。国分町や一番町の活性化も重要。

観光と商店街の連携ができると良い。 

▶仙台の商店街は閉店が早いが、台湾の夜市のようなことができるように、衛生当局と検討し

ても良いのではないか。 

▶文化庁が文化財の高付加価値化に力を入れているので、文化財を活かしたコンテンツができ

ると良い。 

▶他都市では体験型コンテンツに力を入れており、仙台はそれが弱い。 

▶体験型コンテンツの充実は実施すべき。例えば、宿泊者が利用できる早朝や夜のコンテンツ

を充実させるなど、宿泊者に魅力がダイレクトに伝わる施策に使われるべき。 
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取組み１ エリアの特色を活かした魅力の磨き上げ② 

 

 

【仙台市交流人口拡大推進検討会議でのご意見】 

▶街の魅力づくりには財源が必要。温泉地の開発が大事。また、宿泊者が外に出て食事ができ

る、他の温泉に入れるなど、日本旅館のあり方を変えていかなければならない。 

▶秋保温泉だけではなく、作並温泉や定義にも目を向けてほしい。 

▶温泉旅館とホテルの連泊は重要。温泉旅館と市街中心地ホテルの連泊で回遊も増える。 

▶民間による月次会合やシティホテルと温泉地の連泊プランの造成は、新たな財源を求めなく

てもできるということを強調したい。 

▶仙台には他都市と差別化できるものとして、荒浜小学校の震災遺構がある。 

▶「秋保温泉」「作並温泉」「仙台城跡/青葉城址」「SENDAI光のページェント」など、魅力度が

高いものの認知度を上げていくことが重要である。 
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取組み２ 交流人口の拡大促進① 

 

 

【仙台市交流人口拡大推進検討会議でのご意見】 

▶インバウンドの獲得に向けては、現地のエージェントとタッグを組んで確実に送客につなげ

ることが大事。 

▶インバウンドはナイトコンテンツの需要もある。 

▶MICEの誘致に向けては、主催者と参加者双方に訴求ができるまちの魅力、地域の事業者同士

の連携が必要。様々なタイミングでの魅力発信が重要。 

▶2025 年から国際センター会議棟が改修に入り使えなくなる。このピンチをチャンスとして、

地域全体で取組むことで、回遊する仕組みを作ると良い。 

▶プロモーションには懐疑的で、インバウンド対応についても、キラーコンテンツさえあれば

やりようがある。早く観光のフックをつくっていくべき。 
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取組み２ 交流人口の拡大促進② 

 

 

【仙台市交流人口拡大推進検討会議でのご意見】 

▶閑散期対策に力を入れるべき。繁忙期と閑散期の平準化を図り、また、高価格帯への宿泊や

連泊を促進することが雇用の安定と人手不足対策にもつながる。 

▶東部、中心部、西部地域の連携した取組みをしてほしい。 

▶東北という視点だけでなく、市内においても東部・中心部・西部を大型イベントなども活用

しながら有機的につなげてほしい。 

▶仙台市の近隣の市町村や、山形市との連携も強化する必要がある。 

▶圏域内の強化はもっと多くの予算をかけて行うべき。 

▶お祭り・イベントの実施団体をしっかりと支援していくことが必要である。 

▶SENDAI光のページェントは満足度の高いイベントであり、インバウンドの客も大満足。２月

くらいまで延長してほしい。 
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取組み３ 来訪者の受入環境の充実 

 

 

【仙台市交流人口拡大推進検討会議でのご意見】 

▶DX は日本全体が遅れている。キャッシュレス決済はインバウンド獲得において必須である。 

▶DXは仙台が日本で一番進んでいるくらいのことを考える必要がある。 

▶高付加価値化は、企業努力によるべきものであり、高級なものやグレードの高いものにして

いくことに行政が補助金を出すと不公平感がある。 

▶高付加価値化については、観光庁が実施しており、地域の魅力につながっていると考えるが、

国と市の財源どちらで実施するのかといったプライオリティは別の場で考えれば良い。  
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強化すべき施策と事業規模（総括） 

取組み１～３の各施策の事業費を合計し、強化すべき施策全体の事業規模として１５億～２

３億円／年程度が見込まれる。一般財源（１５億円／年程度）を活用して取り組んでいる、国

内のプロモーションや東北連携、観光施設の維持管理等の既存施策は継続しつつ、新たに強化

すべき施策を推進していくために、安定的かつ継続的な財源を確保する必要がある。 

 
 

 

【仙台市交流人口拡大推進検討会議でのご意見】 

▶宿泊税を導入するくらいなら今のままで良いのか、様々な施策を打って都市間競争を生き抜

く道を選ぶかという議論が必要である。 

▶事務局から提示された施策は、これまでの議論を含めてまとめられている。また、強化すべ

き施策と全体の事業規模感は調整できるものだと認識している。 

▶広く薄くとなるのはやむを得ないが、短期的には思い切って切り捨てて、セグメントして深

堀して、ある意味一点突破していくことが求められている。 

▶短期的に皆が満足するものは難しいが、それは中長期的な視点で考えるべき。 
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３．財源の確保策の検討 

（１）財源の区分・種類の検討 

激化する都市間競争の中、交流人口拡大に向けて、本市が計画的に強化すべき施策に取り組

むためには、安定的かつ継続的な財源が必要となる。 

地方自治体の歳入は、使途に着目すると一般財源、特定財源に分類され、権限の主体に役目

すると自主財源、依存財源に分類されるが、充当する経費が特定され、地方公共団体が自らの

権能に基づいて自主的に徴収できる財源である市税（目的税）などが、財源として妥当である。 

 

 

 また、法律に照らして取り得る財源確保策について、収入の規模、継続性・安定性、受益と

負担の観点から適切な財源を検討すると、３つのいずれの観点においても優れていることか

ら、地方税によることが妥当である。 
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（２）法定外目的税（宿泊税）の導入 

地方公共団体が提供する様々な公共サービスや、国内外の旅行者の受入に向けた環境整備等

による受益を一定程度享受していることを踏まえ、地方税の応益負担の原則に沿って、その受

益に応じた負担の一部を旅行者に求めることとする。 

旅行者の行動のうち、課税客体の捕捉の便宜・担税力の判断いずれにおいても宿泊行為が優

れており、ホテルや旅館等への宿泊行為を課税客体とすることが適当である。 

以上より、強化すべき施策推進のための財源を確保するために、交流人口拡大という特定目

的のみに使用される法定外目的税（宿泊税）を導入することが妥当である。 

 

 

【仙台市交流人口拡大推進検討会議でのご意見等】 

▶観光を基幹産業として、仙台市は何が魅力で、何を売っていくかが重要。交流人口を増やす、

モノを作るためにはお金が必要で、財源も必要である。 

▶基本的には旅行者からお金をいただくのであれば、当然旅行者のために使うべき。 

▶交流人口拡大のための財源確保のあり方として、入場税（宮島訪問税）のようなことはでき

ず、宿泊税の導入には賛成である。 

▶我々の団体の中では、宿泊税導入に反対という意見が多数あり、仮に導入するのであれば、

何を要望したいかという議論をしている。 

▶もっと仙台に人を呼び込むための施策であれば、中心部のホテルの宿泊者数が全体の宿泊者

数に占める割合も考慮してほしい。 

▶都市間競争が激しくなっており、今までの取組みだけでは負けているところがある。ブラッ

シュアップに財源は必要である。 

▶宮城県も導入する方向で考えており、仙台市の宿泊施設が県内の大部分の財源を集めている

のに、他の地域に使われる形になってしまうので、市として方針を固めて県と交渉してほし

い。 

▶仙台はオーバーツーリズムになっておらず、足腰を鍛えなければならない。 
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４．宿泊税の制度設計 

（１）制度設計（案） 

①課税客体、②課税標準、③納税義務者 

 
※1. 旅館業法（下宿営業は除く）または住宅宿泊事業法に係る宿泊施設における宿泊行為 

※2. ○正確な課税標準の判定のために、宿泊料金の定義を厳密に定める必要がある。 

（例：朝食料金を含めるか、旅行会社経由の企画旅行の場合の宿泊料金の範囲 等） 

○宿泊事業者において、個々の宿泊料金から税額を計算する事務負担が生じる。 

（例：帳簿に記載してこれを保存することや都度税額を計算することが必要 等） 

 

【仙台市交流人口拡大推進検討会議でのご意見等】 

▶制度設計はシンプルなほうが良い。 

▶民泊をどうするかも整理が必要である。 
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④税率、⑤免税点 

 
一律 200円とした場合、本市の年間延べ宿泊者数を仙台市交流人口ビジネス活性化戦略 2024

の達成目標である 650万人泊とし、免税点や課税免除を考慮しなかった場合、税収 13.0億円、

徴税費用見込額 0.7 億円、活用可能額は 12.3 億円と試算される（算定方法の詳細は P.14 参

照）。強化すべき施策（事業規模全体額 15～23億円）を実現するため、事業の優先度などを勘

案して所要額を調整するとともに、国費等の活用に加え、宿泊税の導入（一律 200円）により

必要な財源を確保することができる。 

 

 

【仙台市交流人口拡大推進検討会議でのご意見等】 

▶制度を複雑化させるとイレギュラーなケースが出てくるので、一律 200 円は概ね現実的な路

線である。 

▶300 円となると消費者目線でどうだろうという思いがある。１万円を切る宿泊料金の施設が

多い。200 円を最大にしてその中で県と市の取り分を決めるのが望ましい。税率について、

段階を設定している自治体があるが、例えば、１万円にボーダーを設定すると、施設側もそ

れに収まるように朝食代を設定するなど、金額で税率を変えるのは手間になる。 

▶東北にインバウンドが戻ってきていない中で、間違いなくお客様が来てくれるという納得感

を得て導入する必要がある。インバウンドなどが大変伸びている福岡が県・市合わせて 200

円なのに宮城県 300円、仙台市 200円というのは、若干抵抗感がある。 

▶中心部のホテルの宿泊費は１万円以下がほとんどで、１万円以下では 100 円が限界との意見

もあり、その税収の中で施策の優先順位を決めていくべき。 

▶仮に仙台市が 200円で、宮城県が 100 円とした場合、合計 300 円になると思うが、温泉旅館

事業者だと宿泊税 300円＋入湯税 150円で 450円が税金としてかかるのは高いという感触。 

▶ １万円以下の負担感はどうしても大きくなってしまうが、金額で税率を変えるのも負担にな

ってしまうため、税収の中で配慮していくことを検討したほうが良い。 

▶免税点は宮城県の 3,000 円という案も出ているが、金額で線を引くのではなく、例えば、幼

児は取らないといった形の方がよい。  
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⑥課税免除 

 
 

 

 

【仙台市交流人口拡大推進検討会議でのご意見等】 

▶課税免除は、教育旅行等を対象にしてほしいという意見があったが、運用が複雑になること

も考えられ、制度はできるだけシンプルにした方がよい。 

▶課税免除は、教育旅行を免除したいという思いがあるが、制度が複雑になる。教育旅行の定

義も難しい。 

▶教育旅行を誘致したいのであれば、税収の中で教育旅行への配慮を検討したほうが良いので

はないか。 

▶宿泊料金が 3,000円の施設も、30,000円の施設もあるのに一律 300円かという意見も組合の

中で出ている。例えば、ビジネス目的で長期滞在する場合も毎日かかる。修学旅行生は免税

でも、部活の学生からも徴収するのか、どのような取り方をしても平等にはならないが、免

税も細かく検討していく必要がある。 

 

⑦徴収方法、⑧申告･納入方法、⑨特別徴収義務者交付金、⑩見直し時期(課税を行う期間) 

 
【仙台市交流人口拡大推進検討会議でのご意見等】 

▶現場でどういった作業や課題があるのかも示していただいた上で、検討してほしい。オンラ

イン決済では、宿泊税を導入すると宿泊事業者の費用負担も生じる。 

▶税金を徴収するために費用がかかるのであれば、事業者の支援も考えるべきである。 

▶オンライン予約で決済を行うことが主流で、カード手数料が３％程度、旅行代理店の手数料

として７～10％程度、10％以上が宿泊事業者の負担となる場合もある。宿泊税を現地で徴収

する場合も、深夜のチェックイン客も多い中、従業員も配置する必要がある。 

▶当初の見直しの期間は、３年とあるが、２年が適当ではないか。  
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（２）制度設計（案）の総括 

これまでの制度設計（案）を総括すると下表の通りである。 

 

 

※650万人泊とし、免税点や課税免除を考慮しなかった場合 

○活用可能額 ＝ 税収 － 徴税費用見込額 

〇税収 ＝ 税率（税額） × 宿泊者数 

○徴税費用見込額＝徴税費＋特別徴収義務者交付金支出額＋未申告未納入額 

  ・徴税費＝0.2 億円 

  ・特別徴収義務者交付金支出額＝税収×2.5％※1 

  ・未申告未納入額＝税収×1％※2 

    ※1 他自治体実績より 2.5％と仮定 

※2 他自治体実績（徴収率令和元～令和 3 平均 98.6%）より 1％と仮定 

 

宿泊税の先行導入自治体の制度及び宮城県における宿泊税の制度設計（令和２年２月時

点）については、参考資料６（P.34及び P.35）を参照されたい。 

  

税率（税額） 宿泊者数 税収 徴税費用見込額 活用可能額

一律200円 650万人 13.0億円 0.7億円 12.3億円
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（３）導入後の推進体制 

宿泊税などの税導入となった場合、宿泊事業者への意見聴取やヒアリングを実施し、課題や

必要な支援を把握するとともに、施行後は、毎年使途や効果等の意見交換を行い、今後の施策

に反映などを行う官民連携の推進体制を整備する。その上で、税収や使途を見える化するとと

もに、定期的にアンケート（宿泊者、宿泊事業者）や関係団体等へのヒアリングを実施する。 

 

 

【仙台市交流人口拡大推進検討会議でのご意見】 

▶選考自治体の福岡市や金沢市では、導入後に事業者にアンケートを取って、問題点やお客様

の反応、施策の評価をして、それを開示していて納得感がある。導入後も、事業者の意見を

聞きながら、ブラッシュアップしていくことが大切である。 

▶様々なステークホルダーが入って、取組みを評価してベストプラクティスとして共有して広

げていくような仕組みや組織づくりが必要である。 

▶事業者や宿泊者の負担という視点のほかに、市民の捉え方という視点も考慮すべき。宿泊税

を導入している自治体において、観光公害で困っているところもある中、仙台市が導入する

となれば、観光都市としてこのような方向性を目指すということが市民に共有されることが

大切である。 

▶導入するのであれば、特別徴収義務者に何に使ったのかを説明できるようにする必要がある。 

▶導入するのであれば、使い道をしっかりと公表し、検証していくべき。 

  



16 

 

 

 

 

 
参考資料 
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参考資料１ 検討経過 

時期 内容 

令和２年１月 17日 第１回会議開催 

（議題） 

本検討会議設置に至る経過 

本検討会議の論点 

仙台市の現状 

現行施策と今後の取り組み 

仙台市の財政状況 

財源確保の事例 

令和２年１月 20日 

～１月 31日 

交流人口拡大のための施策に関するアンケート実施 

（質問内容） 

仙台市が取り組むべき施策等についての自由記述 

その他自由記述 等 

令和２年１月 27日 第２回会議開催 

（議題） 

今後必要な施策と事業規模 

財源確保策についての論点 

令和２年２月６日 第３回会議開催 

（議題） 

交流人口拡大のための施策に関するアンケート結果 

本検討会議における検討経過 

令和２年２月 14日 

～３月 16日 

「仙台市の交流人口拡大に関する施策及び財源についての方向性

（案）」についての意見募集実施 

令和２年３月 25日 第４回会議開催 

（議題） 

新型コロナウイルス感染症の観光関連産業への影響と、必要な施

策について 

（新型コロナウイルス感染症の影響により休止） 

令和５年 11月８日 第５回会議開催 

（議題） 

観光産業の現状 

強化すべき施策の方向性 

令和５年 12月 27日 第６回会議開催 

（議題） 

強化すべき施策 

令和６年１月 12日 第７回会議開催 

（議題） 

強化すべき施策と事業規模 

財源確保策の検討 

令和６年２月５日 第８回会議開催 

（議題） 

強化すべき施策推進の考え方 

宿泊税の制度設計（案） 
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参考資料２ 仙台市交流人口拡大推進検討会議 委員名簿 

 氏 名 所 属 ・ 職 名 備 考 

１ 石川 浩史 （公財）仙台観光国際協会理事長  

２ 岩松 廣行 作並温泉旅館組合組合長  

３ 梅原 敏 仙台ホテル旅館組合組合長  

４ 今野 薫 仙台商工会議所専務理事  

５ 佐藤 勘三郎 宮城県ホテル旅館生活衛生同業組合理事長  

６ 紫冨田 薫 (株)コングレ取締役相談役  

７ 庄子 真岐 石巻専修大学経営学部教授 副会長 

８ 髙澤 雅哉  
（一社）宮城県タクシー協会 

仙台地区総支部支部長 
 

９ 高橋 明浩 秋保温泉旅館組合理事  

10 中村 浩彰  （一社）日本旅行業協会東北支部支部長  

11 橋浦 隆一  （一社）仙台経済同友会副代表幹事  

12 林 健一 仙台ホテル総支配人協議会副会長  

13 山崎 浩之  仙台市中心部商店街活性化協議会会長  

14 吉田 浩 東北大学大学院経済学研究科教授 会長 

（50 音順・敬称略） 

（令和 6年 2月時点） 
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参考資料３ 仙台市交流人口拡大推進検討会議設置要綱 

（令和２年１月７日市長決裁） 

 

（設置） 

第１条 本市における今後の交流人口拡大施策に関する事項，その財源の在り方に関する事項

その他本市の交流人口拡大施策に関する事項について検討を行うため，仙台市交流人口拡大

推進検討会議（以下「検討会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 検討会議は，次に掲げる事項について検討を行う。 

 (1) 本市の今後の交流人口拡大施策及びその事業規模に関すること 

 (2) 交流人口拡大施策の財源の在り方等に関すること 

 (3) 前２号の事項に係る報告書の取りまとめに関すること 

 (4) その他本業務の実施に係る必要な事項に関すること 

 

（組織及び委員） 

第３条 検討会議は，１５人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は，観光振興に関し識見を有する者等のうちから，市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は，委嘱の日から報告書の提出の日までとする。ただし，当該委員が欠けた場

合における補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第４条 検討会議に会長及び副会長各１名を置く。 

２ 会長は委員の互選により，副会長は会長の指名により，それぞれ定める。 

３ 会長は，検討会議を代表し，会務を総理する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，その職務を代

理する。 

 

（会議） 

第５条 検討会議の会議は，必要に応じて市長が招集し，会長が主宰する。 

２ 検討会議の会議は，委員の過半数が出席しなければ，開くことができない。 

３ 会長は，必要があると認めるときは，検討会議の会議に関係者の出席を求め，その意見若

しくは説明を聴き，又は資料の提出を求めることができる。 

４ 検討会議の会議は，公開する。ただし，非公開とすることに相当の理由があるときは、会

長の判断によりこれを公開しないことができる。 

 

（庶務） 

第６条 検討会議の庶務は，文化観光局観光交流部観光課において処理する。 
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（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，検討会議の運営に関し必要な事項は，会長が検討会議

に諮って定める。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は，令和２年１月７日から実施する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は，報告書の提出の日限り，その効力を失う。 

 

附 則（令和５年 10月 24日改正） 

 （実施期日）  

１ この要綱は，令和５年 10月 24日から実施する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の実施の際現に改正前の第１条の規定により置かれた仙台市交流人口拡大財源

検討会議（以下「旧検討会議」という。）の委員である者は，この要綱の実施の日（以下「実

施日」という。）に，第３条第２項の規定により仙台市交流人口拡大推進検討会議（以下「新

検討会議」という。）の委員として委嘱されたものとみなす。 

３ この要綱の実施の際現に旧検討会議の会長又は副会長である者は，それぞれ，実施日に，

第４条第２項の規定により新検討会議の会長又は副会長として定められたものとみなす。 
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参考資料４ 観光関連データ 

（１）市内宿泊者数及び外国人宿泊者数の推移 

   本市の宿泊者数及び外国人宿泊者数は、ともに令和元年に過去最高のそれぞれ 624 万

人及び 33.5万人を記録したが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和 2年は大

きく減少した。その後、市内宿泊者数は令和 4年に 477万人となったが、外国人宿泊者数

は 3.4万人泊で、コロナ前の約 10％となっている。 

 
 

（２）市内エリア別観光客入込数及び宿泊者数 

   市内エリア別観光客入込数及び宿泊者数について、市中心部は、観光客入込数は 1,527

万人、宿泊者数は 380万人まで回復している。他のエリアは、観光客入込数及び宿泊者数

ともにコロナ前の水準には戻っていない。 

 

 

 

市内宿泊観光客数の推移（万人） 市内外国人宿泊者数の推移（万人） 

出典：仙台市観光統計基礎データ 

市内エリア別宿泊者数の推移（万人） 市内エリア別観光客入込数の推移（万人） 

出典：仙台市観光統計基礎データ 
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（３）直近の宿泊者数の動向 

   令和 5 年の仙台市内の延べ宿泊者数は対令和元年比で各エリア 90％前後で推移してい

る。また、延べ外国人宿泊者数も 5月以降はコロナ前に近い水準で推移している。 

 

 

 

 

 

（４）国内からの市内宿泊者数の将来予測 

   日本の少子高齢化に伴う人口減少により、今後の国内の観光客数は減少し続けることが

予測される。 

 

  

市内延べ宿泊者数の対令和元年比の推移 市内延べ外国人宿泊者数の対令和元年比の推移 

※出典：宿泊旅行統計調査 第二次速報値（観光庁）より ※出典：宿泊者数調査（宮城県ホテル旅館生活衛生同業組合）より 



23 

（５）宿泊者数の月別内訳 

   仙台市内の宿泊客は、冬季（１～２月）は大幅に減少する一方で、夏季、特に８月は増

加する傾向がある。 
 

 
 

 

（６）外国人宿泊者数の地域別内訳の推移 

仙台市内の外国人宿泊者数は、平成 27年に震災前の水準を超え過去最高だった。令和

元年は 334,767 人と、5 年連続で過去最高を更新したが、令和 2 年以降はコロナの影響

により激減、震災前の水準を下回った。令和元年の国・地域別は、台湾、中国、タイ、米

国の順であった。令和 4年の国・地域別は、米国、タイ、台湾、中国の順であった。 

  

出典：仙台市文化観光局 
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（７）東北地方の外国人宿泊者数の県別内訳の推移 

   東北全体の外国人宿泊者数も震災で大きく減少したものの、平成 27 年には震災前の水

準を超え、令和元年には 168万人と、国の目標である「令和 2年までに 150万人泊」を１

年前倒しで達成した。 

 
 

（８）外国人宿泊者数のブロック別シェア 

   外国人宿泊者のブロック別シェアでは、東京・京都・大阪の合計が、平成 31年に比べ

令和 5 年は拡大し、大都市圏への集中が顕著となっている。東北のシェアは 1.1%から

0.9%に減少している。 

  

 
 

  

東北 6 県における外国人宿泊者数の推移 

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」に基づき東北運輸局作成（仙台市加工） 
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（９）コンベンション及び国際会議開催状況 

 コンベンション及び国際会議の参加人数／開催件数ともに、平成 27年にピークを迎え

た以降は横ばいで推移していたが、令和 2 年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響

により、大きく減少している。 

 

 
 

 

（10）仙台の観光地としての認知度 

仙台へ観光目的で「是非訪問したい」という順位は、全 19 都市中 17 位であった。ま

た、「どんな観光地や観光資源があるか知らない」という理由の選択率は最下位（20％が

選択）であった。 

 

 

 

 

国際会議開催件数と参加人数の推移 コンベンション開催件数と参加人数の推移 

出典：日本政府観光局（JNTO）、（公財）仙台観光国際協会、のデータをもとに仙台市作成 



26 

（11）観光訪問経験の主要８都市との比較 

主要８都市との比較では、観光目的の訪問経験率、リピート経験率ともに低い水準であ

った。 

 

 

 

（12）仙台の観光地・観光資源の立ち位置 

牛タンやずんだ餅、笹かまぼこ、仙台七夕まつりは、魅力度・認知度ともに高い。一方、

秋保大滝や作並温泉、光のページェントなどは、魅力は高いが、認知度が低い。 

 
※魅力度 TOP2のスコア ： 5段階評価で「とても魅力に感じる」「魅力に感じる」と答えた方の割合 
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（13）仙台来訪者の目的と訪問先 

市内で観光率が高いエリアは中心部が半数以上。西部は「一都三県・関西」、東部は「宮

城・東北＋新潟・北関東」のシェア率が高い。観光スポットの訪問率は「仙台城跡・秋保

温泉・国分町」など定番が上位。 

 

 

 

（14）観光消費構造 

観光歴別観光消費額合計では、「4回以上」のリピーターの消費額が突出して高い。 
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（15）宿泊業、飲食サービス業の給与及び離職率 

宿泊業、飲食サービス業は、１人平均月間現金給与額が平均 12.6 万円と全産業の中で

最も低く、離職率も 3.64％と全産業の中で最も高い。 

 

  

資料：みやぎの雇用と賃金（毎月勤労統計調査地方調査） 
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参考資料５ 現行施策の取組みと実績 

（１）仙台市交流人口ビジネス活性化戦略 2024の概要 
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（２）仙台市交流人口ビジネス活性化戦略 2024に基づく現行施策一覧 
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（３）主な現行施策と実績 

①それだけで訪れる価値のある新たな観光資源の整備 
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②観光事業者の高付加価値化及びＤＸの実装 

 

 

③快適に旅行できる受入環境整備 
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④閑散期対策 

 

 

⑤その他プロモーション 

 

  



34 

参考資料６ 他自治体の状況 

（１）宿泊税先行導入自治体の税率 

 

 

（２）宿泊税先行導入自治体の課税免除 
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（３）宮城県における宿泊税の制度設計（令和２年２月時点） 

 

 

 


